
農薬の蜜蜂への影響評価法に関する検討会 

設置要領 

 

１ 目的 

農林水産省は、農薬取締制度の見直しの一環として、農薬の安全性向上のため、農薬の蜜蜂への

影響評価を新たに導入することとしている。このため、評価法等の技術的な検討を行うことを目的

に農薬の蜜蜂への影響評価法に関する検討会（以下「検討会」という。）を開催する。 

 

２ 検討体制 

（１）検討会の委員は、別紙のとおりとする。 

（２）検討会には座長を置き、委員のうち委員の互選により選任する。 

（３）座長は必要に応じて、座長代理を指名することができる。 

（４）検討会は、必要があると認めるときは、参考人の出席を求め、意見を聴くことができる。 

 

３ 検討事項 

（１）導入するリスク評価法の枠組み（毒性指標及び農薬暴露量の推定等の考え方） 

（２）リスク評価と登録の判断の考え方 等 

 

４ 情報公開 

検討会は原則として公開とし、検討会終了後、配布資料及び議事概要を農林水産省のウェブサイ

トで公開する。ただし、農薬メーカーが所有する情報等、非公開情報を用いて検討する際や検討会

が必要であると認めるときは、検討会、配布資料及び議事概要の全部又は一部を非公開とすること

ができる。 

また、検討会委員及び参加メンバーは、非公開の場合の検討会において知り得た情報（公開され

ているものを除く。）を第三者に漏らしてはならないものとする。 

 

５ 議事運営 

（１）検討会の事務局は、農林水産省消費・安全局農産安全管理課農薬対策室に置き、検討会の事務

を処理する。 

（２）検討会の議事進行は座長が行う。 

（３）本要領に定めるほか、検討会の運営に関する事項その他必要な事項は、検討会において定める。  
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